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■
下
見
会

　

公
売
物
件
を
実
際
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
下
見
会
を
開
催
し
ま
す
。

落
札
し
た
物
件
は
返
品
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
よ

く
見
て
参
加
く
だ
さ
い
。
下
見
会

へ
の
参
加
申
込
み
は
不
要
で
す
。

▽
日
時　

１
月　

日（
土
）午
前　

１２

１０

時
〜
午
後
３
時

▽
場
所　

竹
野
総
合
支
所　

大
会

議
室

　

市
税
な
ど
の
滞
納
処
分
に
よ
っ

て
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
、
次
の

と
お
り
公
売
に
よ
り
売
却
し
ま
す
。

▽
公
売
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
た
せ
り
売
り

▽
参
加
申
込
期
間　

１
月
８
日

（
火
）午
後
１
時
〜　

日（
月
）午

２１

後
５
時

▽
せ
り
売
り
期
間　

１
月　

日
２３

（
水
）午
後
１
時
〜　

日（
金
）午

２５

後
２
時

▽
代
金
納
付
期
限　

２
月
１
日

（
金
）午
後
３
時

▽
公
売
物
件　

ひ
な
人
形
、
掛
軸
、

陶
磁
器
な
ど　

点
３０

▽
参
加
資
格　

一
部
の
例
外
を
除

き
、　

歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば

２０

　

参
加
で
き
ま
す
が
、
公
売
保
証

金
の
納
付
が
必
要
で
す
。

▽
参
加
申
込
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ

　

ッ
ト
か
ら
の
参
加
と
な
り
ま
す
。

　
（
１
月
８
日
公
開
予
定
）

http://koubai.auctions.

yahoo.co.jp/hyg

_toyooka_city

▽
そ
の
他　

次
の
サ
イ
ト
で
も
公

売
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て

い
ま
す
。
利
用
く
だ
さ
い
。

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.city.toyooka.

lg.jp/koubai/top.htm

・
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の

　
　
　
　
　
　

公
売
シ
ス
テ
ム

　

http://koubai.auctions.

yahoo.co.jp/

▽
問
合
せ　

税
務
課
収
税
係
（
公

売
担
当
）
�　

－

１
１
１
８

２３

平
成　

年
度　

１９

第
８
回 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

▽
公
売
方
法　

期
日
入
札

▽
公
売
会
場　

市
役
所
本
庁
舎

　

３
階
第
３
会
議
室

▽
公
売
期
日　

２
月　

日（
金
）

２９

▽
入
札
時
間　

午
後
２
時
〜
２
時

　

分
３０

▽
開
札
時
間　

午
後
２
時　

分
３０

▽
売
却
決
定
日
時　

３
月
７
日

（
金
）午
後
２
時

▽
買
受
代
金
納
付
期
限　

３
月
７

日（
金
）午
後
３
時

▽
参
加
資
格　

国
税
徴
収
法
で
規

定
さ
れ
る
例
外
を
除
き
、
成
人

不
動
産
公
売

の
方
で
あ
れ
ば
原
則
、
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
両
物
件
と
も
農
業

委
員
会
が
発
行
す
る
買
受
適
格

証
明
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

転
用
目
的
で
購
入
す
る
方
は
１

月　

日（
木
）ま
で
に
、
農
地
の

１０
ま
ま
購
入
す
る
方
は
２
月
８
日

（
金
）ま
で
に
、
農
業
委
員
会
に

申
し
出
く
だ
さ
い
。

▽
入
札
当
日
の
持
ち
物　

印
鑑
、

公
売
保
証
金

※
法
人
の
場
合
や
代
理
人
に
よ
り

入
札
す
る
方
は
、
他
に
も
書
類

が
必
要
で
す
。

▽
注
意
事
項

・
公
売
財
産
に
つ
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
現
況
、
関
係
公
募
等
を

十
分
確
認
く
だ
さ
い
。

・
事
情
に
よ
り
、
公
売
を
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
そ
の
他
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

税
務
課
収
税
係

豊
岡
市
農
業
委
員
会
委
員
選
挙

▽
告
示
日

　

４
月
３
日（
木
）

▽
投
開
票
日

　

４
月　

日（
木
）

１０

▽
問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会

公売保証金見積価格面　積地目所在地
売却区
分番号

２５０，０００円２，５００，０００円

２８６．００㎡

田

豊岡市
大篠岡

１
３２２．００㎡

４．８９㎡

５８．００㎡

１７０，０００円１，６６０，０００円１，３９９．００㎡
豊岡市
�渕土 

２

そ
の
他

そ
の
他
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ＦＭラジオで豊岡市の情報をお知らせしています !!（周波数　76.4 メガヘルツ）　「豊岡きらめき情報局」毎週月曜日～金曜日　8：00～8：05、17：50～17：52

▽
問
合
せ　

公
立
豊
岡
病
院
救
急

受
付
�　

－

６
１
１
１

２２

公
立
豊
岡
病
院 
地
域
連
携

小
児
休
日
救
急
診
療
日
程

　

市
役
所
本
庁
舎
敷
地
内
自
転
車

置
場
に
放
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

自
転
車
を
整
理
し
ま
す
。
期
日
ま

で
に
申
し
出
の
な
い
場
合
、
無
主

物
と
み
な
し
処
分
し
ま
す
。

　

放
置
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
た

自
転
車
は
、仮
置
場（
東
庁
舎
裏

手
）に
移
動
し
て
い
ま
す
。心
当
た

り
の
あ
る
方
は
、
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
申
出
期
限　

３
月　

日（
金
）

２１

▽
問
合
せ　

総
務
課
行
政
係

市
役
所
本
庁
舎
敷
地
内

　

自
転
車
置
場
の

放
置
自
転
車
を
整
理
し
ま
す

　

１
月　

日（
月
・
祝
）「
成
人
の

１４

日
」は
、ご
み
の
収
集
を
休
み
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
品
目
に
つ
い
て
は
、

地
域
ご
と
に
振
替
日
を
設
け
ま
す
。

ご
み
の
収
集
日
の
変
更

担当医師（住所）月　日

中沢　洋
（豊岡市出石町）

６日

１　
　

月

赤松　亮
（豊岡市九日市）

１３日

國屋正史
（養父市八鹿町）

２７日

※診療時間は、午前９時～午後
５時までです。

　

５
月
を
中
心
に
実
施
し
た
本
年

度
の
日
本
赤
十
字
社
社
資
募
集
に

つ
い
て
、
皆
さ
ん
に
ご
理
解
、
ご

協
力
を
い
た
だ
き
、１
１
、３
７
６
、

０
５
６
円
が
集
ま
り
ま
し
た
。

（　

月　

日
現
在
）

１１

３０

　

集
め
ら
れ
た
社
資
は
、
今
後
の

救
援
活
動
や
医
療
事
業
等
、
数
々

の
日
本
赤
十
字
社
運
動
を
推
進
す

る
た
め
の
大
き
な
原
動
力
の
一
部

と
し
て
有
効
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

ご
協
力
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

▽
問
合
せ　

社
会
福
祉
課
地
域
福

祉
係

日
赤
社
資
募
集
に 
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

【豊岡地域】

振替日該当収集地区収集品目

１月２８日
（月）

上陰、中陰、
下陰

紙製
容器包装

【城崎、日高地域】　「ごみカレンダー」を
　　　　　　　　　確認ください。
【竹野、但東地域】　振替該当品目はあり
　　　　　　　　　ません。
【出石地域】　「ごみ収集日の休みと変更
　　　　　　　の日程」を確認ください。

▽問合せ　生活環境課または各総合支所
　　　　　市民生活課

公共下水道の受益者負担金に事務処理誤りがありました
　公共下水道の豊岡処理区において、下水道の受益者負担金について、賦課漏れ、徴収猶予の更新漏れおよび賦課
徴収誤りが判明しましたので、その内容と対応等について報告します。
　このような誤りは、当時の関係部署間の連携不足、職員の法令等に対する認識不足や単純な事務処理誤りによる
もので、市民の皆様方の信頼を損ねるものであり、多大なご迷惑をおかけしたことを心からお詫びいたします。
■事務処理誤りの内容
（１）賦課漏れ・徴収猶予の更新漏れ…下水道工事の施工に伴い受益者負担金を賦課しなければなりませんが、賦

課していない土地がありました。また、下水道受益者負担金には、農地等の場合は、徴収猶予の制度があり、
３年ごとに更新処理しなければなりませんが、更新処理していない土地がありました。（期間：平成２年度と
平成４年度から平成１４年度）

　
（２）賦課徴収誤り…下水道受益者負担金は、市の条例で３年が過ぎると賦課できないと規定していますが、３年

経過後に賦課徴収している土地がありました。（期間：平成１０年度～平成１６年度）
　

■今後の対応
　今回判明した下水道の受益者負担金の賦課漏れ土地については、条例で定めている３年を過ぎているため、ま
た、徴収猶予の更新漏れ土地についても、時効（５年）によりいずれも法的には負担金を徴収することが出来ま
せん。しかし、該当者の方々に対し、これまでの経過と下水道事業は関係者全員の応分の負担によって成り立っ
ていることを説明し、受益者負担金相当額の負担についてご理解とご協力をお願いしていきます。
　また、今後このような事務処理誤りが生じないよう、事務処理方法の見直し、関係部署間の連携強化や職員研
修の徹底を講じ、再発防止に努めます。　　　　　　　　　　　　　《相談・問合せ》企業総務課料金係�２２－５３７７

備　　考受益者負担金人　数区分
１５，６５０，４６２円９６人宅　地

徴収猶予対象２１，３６４，４０１円８４人農地等
３７，０１４，８６３円１８０人計

２，９６４，１８０円受益者負担金２６人人　数


